
（生活保護又は非課税世帯の保護者対象） 

 

 

 

 

 

⦿制度の概要 

岡山県教育委員会では、国公立高等学校等へ通う高校生等がいる低所得世帯に対し、受講料以外の教育

費負担を軽減するため返還不要の「高校生等教育給付金」を給付します。 

通常の申請時期は９月ですが、希望される新入生の保護者に対し前倒し給付（４月～６月分相当分）を行い

ます。 

⦿対象となる方・・・・・・・令和５年４月１日現在で次の資格をすべて満たす世帯 

□ 高等学校等就学支援金（受講料支援）の支給を受ける資格を有する高校生等（令和５年度新入生）がいる

世帯（特別支援学校高等部の生徒、児童入所施設入所中の生徒等を除く。） 

□ 保護者等が岡山県内に居住している世帯（保護者等のいずれかが海外に居住している場合は除く。） 

   ※県外在住の場合は、お住まいの都道府県へお問い合わせください。 

□ 保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割が非課税の世帯、または生活保護受給世帯（均

等割に課税額があっても所得割が０円の場合は対象になります。） 

  ※４月～６月分は令和４年度の課税額等により確認し、７月～翌年３月分は令和５年７月 1日現在の状況をも

とに令和５年度の課税額等により確認します。 

⦿申請方法 

上記の資格を全て満たす世帯は、通信制事務室で申請書類を受け取り、記入の上、各証明書類等ととも

に持参により提出してください。 

⦿提出期限・・・・・・６月８日（木）      

〇令和５年９月頃にも通常の給付金の申込みがあります。お急ぎでない方は、その時に申請してください。 

〇なお、今回一部前倒し給付を申請された方で、残りの月数（９か月）分の給付を希望される方は、通

常の申請時期（９月頃）に再度申請が必要となります。 

⦿申請書類提出先・・・・・・通信制事務室  

⦿給付額等 

世 帯 種 別 
早期給付 

（４月～６月分） 
７月～翌年３月分  合 計 

生活保護（生業扶助）受給世帯 8,075円 24,225円 32,300円 

非課税世帯 ※生業扶助世帯を除く 12,625円 37,875円 50,500円 

〇年２回に分けて（※1）、申請のあった指定口座（※2）に振り込みます。 
※1： ４月から６月分は６月～７月、７月から翌年３月分は１０月～１１月の間に支給予定です。 

※2： 学校に受領を委任した場合には、学校へ直接振り込みます。 
 

◆問い合わせ先 
 
 
 
 
 

高校生等教育給付金（県立） 

令和５年度  新入生に対する一部早期給付 

 

操山高校通信制事務室（☎０８６－２７２－２０４０） 


